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都道府県連盟事務局長 殿 

競技団体事務局長   殿 

協力団体事務局長   殿 

 

 

公益財団法人全日本空手道連盟 

事務局長 高 橋  昇 

 

 

空手競技規定運用の追加について 

 

日頃より本連盟事業にはご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

さて、今般競技規定に運用について、下記のとおり追加がありましたのでお知らせいたし

ます。つきましては貴連盟会員各位にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．「わかれて－つづけて」における運用の追加 

 

詳細については添付資料のとおりです。 

この資料は「全空連ホームページ→Information→審判委員会からのお知らせ」にも掲載

しておりますのでご活用ください。 

 なお、資料への追記、一部削除、表現の変更など、あらゆるアレンジを加えることのな

いように、原本をそのままご使用くださいますようお願い申し上げます。 

以上 

 

本件についてのお問い合わせは 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋  

                 公益財団法人全日本空手道連盟  

                 事務局長 高 橋  昇  

                 〒135-8538 東京都江東区辰巳 1-1-20  

                 日本空手道会館内  

                 TEL:03-5534-1951  FAX:03-5534-1952  

                 E-mail： n-takahashi@jkf.jp  

                 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

mailto:n-takahashi@jkf.jp

